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 Ⅲ  保険医療機関等に対する指導等の結果 

 

１ 保険医療機関等 
 

健康保険法、国民健康保険法等に基づく保険診療を担当する機関として、厚生

労働大臣が指定した保険医療機関、保険医、保険薬局及び保険薬剤師があります。 

これらの機関等に対する診療報酬は、保険医等が保険医療機関等において健

康保険法、医師法、医療法及び医薬品医療機器等法等の規定並びに「療養担当規

則」の規定を遵守し、医学的に妥当適切な診療を行い、「診療報酬点数表」に定

められたとおりに請求を行っている場合に支払われます。 

療養担当規則では、診療報酬請求の前提として、請求の根拠となる診療録（カ

ルテ）が適切に記載されていることや、診療報酬明細書（レセプト）の傷病名と

診療録（カルテ）の傷病名が一致していること等が求められています。 

また、保険診療禁止事項として、無診察治療等、特殊療法・研究的診療等、健

康診断、濃厚（過剰）診療、特定の保険薬局への患者誘導等が挙げられています。 

東京都は、保険診療が適切に行われているかどうかを確認し、適切でない点が

あれば改善指導を行うため、保険医療機関等に対し個別指導等を実施していま

す。保険医療機関（医科、歯科）及び保険薬局に対する個別指導等は、国民健康

保険法第４１条及び高齢者の医療の確保に関する法律第６６条に基づき実施してい

ます。 

また、柔道整復施術所に対する個別指導等は国通知に基づき実施しています。 

 

（１） 医科 
 

ア 令和４年度 指導実施状況 

（ア）個別指導 
 

対象数 

(a) 

個別指導数 

(b) 
指摘機関等数 

実施率 

(b/a) 

13,100 142 142 1.1% 

※上記の指導数の内訳は、新規個別指導118件（うち診療所114件、病院4件）、個別指導23件（うち診療所

18件、病院５件）、特定共同指導は1件です。 

 

（イ）集団指導 

 

 

 

 
 

 

※上記参加数の内訳は、集団指導（指定前講習会及び更新時を含む。）2,686 件、新規登録医の集団指導０件

です。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため一部資料配付での対応を含みます。 

参加数 主な内容 

2,686 
・保険診療の取扱 

・診療報酬請求事務 
・過去の指導事例 

（単位：件） 
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指摘の具体事項例 

 診療に関する事項 

 

◇ 診療録について、初診時の現病歴及び既往歴等の記載が乏しい。 

◇ 診療録について、医師による日々の診療内容の記載が乏しい。  

◇ 長期にわたる急性疾患等の傷病名が認められた。  

◇ ◇ 検査、投薬等の査定を防ぐ目的で付けられた医学的な診断根拠のない傷病名（いわ

ゆるレセプト病名）が認められた。 

◇ 外来管理加算について、患者からの聴取事項や診察所見の要点の診療録への記載が

ない。 

◇ 特定疾患療養管理料について、治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管

理内容の要点の診療録への記載がない。 

◇ 特定疾患治療管理料（特定薬剤治療管理料１、悪性腫瘍特異物質治療管理料等）につ

いて、治療計画の要点の診療録への添付又は記載がない。  

◇ 在宅療養指導管理料（自己注射、在宅酸素療法等）について、当該在宅療養を指示し

た根拠、指示事項、指導内容の要点について診療録への記載がない。  

◇ 検査について、必要性が乏しい検査を実施している。検査の結果評価を診療録に記

載していない。 

◇ 処置を実施したこと、部位、箇所数及び処置した範囲を診療録等に記載していない。 

（厚生省令第15号第8条、第12条、第20条及び第22条） 

 請求事務等に関する事項 

 

◇ 再診相当であるにもかかわらず、初診料を算定している。  

◇ 保険医の異動（常勤、非常勤）について届出がさ  

  れていない。 

◇ 実際の診療録の内容と診療報酬明細書上の記載が異なる。 

◇ 電子的に保存している記録の管理・運用について、「医療情報システムの安全管理 

  に関するガイドライン」に準拠していない。 

◇ 診療報酬の請求に当たっては、全ての診療報酬明細書について保険医自らが診療録 

との突合を行い、記載事項や算定項目に誤りや不備等がないか十分に確認すること。 

（厚労告第59号、保医発0305第1号、厚生省令第15号第2条の3） 

 自主返還に係る事項 

 

◇ 算定要件を満たさない請求（初診料、再診料、外来管理加算、特定疾患療養管理料、

特定疾患治療管理料、診察情報提供料、在宅療養指導管理料等）が見られる。 

◇ 不適切に行った検査（必要性が乏しい、段階を踏んでいない等）が見られる。 

（厚労告第59号、保医発0305第1号） 

 
【根拠法令等】 

＊厚生省令第15号 

＝昭和32年4月30日厚生省令第15号「保険医療機関及び保険医療養担当規則」 

＊厚労告第59号 

＝平成20年3月5日厚生労働省告示第59号「診療報酬の算定方法」 

＊保医発0305第1号 

＝平成30年3月5日保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につ

いて」 
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（２） 歯科 
 

ア 令和４年度 指導実施状況 

（ア） 個別指導 

 
対象数 

(a) 

個別指導数 

(b) 
指摘機関等数 

実施率 

(b/a) 

10,546 78 78 0.7% 

※上記の指導数の内訳は、新規個別指導59件、個別指導18件（うち診療所18件）、特定共同指導は１件です。 

 

（イ） 集団指導 

 

参加数 主な内容 

3,251 
・保険診療の取扱 

・診療報酬請求事務 
・過去の指導事例 

※上記参加数の内訳は、集団指導（指定前講習会及び更新時を含む。）3,191 件、新規登録医の集団指導 60

件です。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため一部資料配付での対応を含みます。  

 

 

指摘の具体事項例 

 診療に関する事項 

 

◇ 診療録は保険請求の根拠であることを認識し、必要な事項を十分に記載すること。  

◇ 歯周病等の慢性疾患である場合等であって、同一の疾病又は負傷に係る診療が継続

している場合に、算定できない歯科初診料を算定している。 

◇ 投薬を行うに当たっては、医薬品医療機器等法の承認事項等を十分に勘案し、個々

の症例に応じて適切に行うこと。 

◇ 歯周治療の実施に当たっては、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」（令和２年

３月 日本歯科医学会）を参考に適切な治療を行うこと。  

◇ 歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影、歯科用３次元エックス線断層撮影を  

行った場合に、診療録に記載すべき写真診断に係る必要な所見の記載が不十分であ

る。 

◇ 補綴時診断料について、製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及   

び設計等についての要点を診療録に記載しないで算定している。 

（厚生省令第 15 号第 8 条、第 22 条等） 

 

 

 

 

 

 

（単位：件） 
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 請求事務に関する事項 

 

◇ 明細書について、患者から交付を希望しない旨の申し出がなかった場合は、個別の診

療報酬点数の項目の分かる明細書を発行しなければならないので、適切に交付するこ

と。 

◇ 保険医療機関は療養担当規則等の諸規則に習熟し、適正な保険診療に努めること。  

◇ 保険診療に関する諸規則や算定要件等の理解が十分でないことから、開設者、管理者、

保険医として備えるべき知識の修得に努めること。 

（厚生省令第15号第12条、第21条等） 

 自主返還に係る事項 

 

◇ 算定できない歯科初診料の請求が見られる。  

◇ 算定要件を満たしていない画像診断における診断料の請求が見られる。  

◇ 算定要件を満たしていない補綴時診断料の請求が見られる。  

（厚労告第 59 号、保医発 0305 第 1 号） 

 
【根拠法令等】 

＊厚生省令第15号 

＝昭和32年4月30日厚生省令第15号「保険医療機関及び保険医療養担当規則」 

＊厚労告第59号 

＝平成20年3月5日厚生労働省告示第59号「診療報酬の算定方法」 

＊保医発0305第1号 

＝平成30年3月5日保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につ

いて」 

 

 

（３） 保険薬局 
 

ア 令和４年度 指導実施状況 

（ア）個別指導 

 
対象数 

(a) 

個別指導数 

(b) 
指摘機関等数 

実施率 

(b/a) 

6,842 102 102 1.5% 

※上記の指導数の内訳は、新規個別指導86件、個別指導16件です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：件） 
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（イ）集団指導 

 

参加数 主な内容 

1,774 
・保険診療の取扱 

・調剤報酬請求事務 
・過去の指導事例 

※上記参加数の内訳は、集団指導（指定前講習会及び更新時を含む。）1,774 件、新規登録薬剤師の集団指導

０件です。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため一部資料配付での対応を含みます。 

 
 

指摘の具体事項例 

 処方せんの取扱いについて 

 

◇ 調剤済処方せんの「備考」欄又は「処方」欄に記載すべき、医師への照会事項、変

更事項の記載が不適切である。 

（薬剤師法第26条、保険発第82号） 

 薬剤服用歴の記載等について 

 

◇ 薬剤服用歴の記載が乏しい。 

◇ 薬剤服用歴の記録の第一面について、患者情報の追加・更新が行われていない。  

（厚労告第59号、保医発0305第1号） 

 調剤内容について 

 

◇ 服薬指導が処方せんの受付けの都度、新たに収集した患者の情報等を踏まえて行われ

ていない。 

◇ 薬剤服用歴の記録が前回処方のチェックのみに使用されていて、患者指導に反映され

ていない。 

◇ 処方内容について、処方医への疑義照会が適切に行われていない。  

（厚生省令第16号第8条、薬剤師法第24条） 

 調剤報酬の請求について 

 

◇ 算定要件を満たさない薬剤服用歴管理指導料の請求が見られる。  

◇ 算定要件を満たさない特定薬剤管理指導加算の請求が見られる。  

（厚労告第59号、保医発0305第1号） 

 
【根拠法令等】 

＊薬剤師法 

＝昭和35年法律第146号 

＊厚生省令第16号 

＝昭和32年4月30日厚生省令第16号「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」 

＊厚労告第59号 

＝平成20年3月5日厚生労働省告示第59号「診療報酬の算定方法」 

＊保険発第82号 

＝昭和51年８月７日保険発第82号「診療報酬請求書等の記載要領等について」 

＊保医発0305第1号 

＝平成30年3月5日保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に 伴う実施上の留意事

項について」  
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（４） 指定訪問看護事業者 
 

ア 令和４年度 指導実施状況 

（ア） 集団指導 

 

参加数 主な内容 

1,452 
・基準と届出について 

・訪問看護療養費の留意事項 

・診療報酬改定の概要 

・指導、監査 

 

 
 

（５） 柔道整復施術所 
 

ア 令和４年度 指導実施状況 

（ア） 個別指導 

 
対象数 

(a) 

個別指導数 

(b) 
指摘機関等数 

実施率 

(b/a) 

5,908  1 1 0.02% 

 

 

（イ） 集団指導 

 

参加数 主な内容 

314  
・受領委任の取扱 

・療養費支給申請請求事務 

・療養費について 

・過去の指導事例 

 

 
 

指摘の具体事項例 

 施術録の取扱いについて 

 

◇ 負傷名・部位の記載がない。（略称等が使用されている。）  

◇ 患者の主訴・症状経過の記載がされていない。（不備である。）  

◇ 施術録に記載されている負傷名等が事実と相違するものが見られる。  

◇ 日毎の一部負担金の記載がない。 

（保発0524第2号） 

 

 

 

（単位：件） 

（単位：件） 

（単位：件） 
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 療養費の支給申請書について 

 

◇ 行っていない後療（冷罨法、温罨法、電療）の申請が見られた。  

◇ 傾向的に３ケ月毎に負傷部位が変わり、初検料から算定している申請が（多数）見ら

れた。 

（保発0524第2号） 

 その他 

 

◇ 一部負担金が適正に徴収されていない。 

◇ 領収証の交付が適切に行われていない。 

（保発0524第2号） 

 
【根拠法令等】 

＊保発0524第2号 

＝平成22年5月24日保発0524第2号「柔道整復師の施術に係る療養費について」 

 

 

（６） はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧施術所 
 

ア 令和４年度 指導実施状況 

（ア） 集団指導 

 

参加数 主な内容 

376  
・受領委任制度の概要 

・療養費算定基準 

・療養費制度の概要 

・指導、監査 

 

 
（７） 保険診療に係る返還金 
 

個別指導等を実施した結果、令和４年度に保険医療機関等から返還の申し出

等があった額は、監査による返還指示額を含め、２９５，７２０，２７０円でした。 

 

区分 件数（件） 金額（円） 

国民健康保険制度 303  54,866,649   

後期高齢者医療制度 260  192,474,688  

生活保護（医療扶助）等公費 259  48,378,933  

計 822  295,720,270  

※関東信越厚生局との合同指導による返還額を含みます。 

合計件数は延べ数です。医療機関等数では415か所となります。 

 

（単位：件） 
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２ 指定医療機関（生活保護法等） 
 

生活保護法に基づく指定医療機関は、生活保護法による医療扶助のための医

療を担当する医療機関です。 

この指定医療機関に対する指導は、生活保護法第５０条第２項に基づいて実施し

ています。 

指導の目的は、被保護者に対する援助の充実と自立の助長に資するため、法に

よる医療の給付が適正に行われるよう制度の趣旨及び医療扶助に関する事務取

扱等の周知徹底を図ることにあります。 

指導形態は、一般指導と個別指導の２種類です。一般指導は、制度の周知徹底

を図るため、診療所を対象に講習会形式により実施しています。 

また、個別指導は、指導の対象となる指定医療機関を訪問して、個別に面接懇

談方式により行っています。 

指定医療機関のうち精神科を標榜する医療機関については、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律第６３条に基づく自立支援医療

（精神通院医療）の指導を併せて行っています。 

 

 

（１） 令和４年度 検査実施状況 
 

ア 個別指導 
                                      （単位：医療機関数） 

種別 
対象数 

(a) 

個別指導数 

(b) 
指摘数 

実施率 

(b/a) 

医科 

  

病院 567 42 41 7.4％  

診療所 9,603 10 8  0.1％ 

歯科  5,872 ７ ６ 0.1％ 

計 16,042  59  55 0.4％ 

 

イ 一般指導   
（単位：医療機関数） 

種別 参加数 主な内容 

診療所 

（医科）

1,626 

（歯科）

998 

・生活保護法の医療扶助における留意事項  

・医療扶助に関する事務の取扱い 

・診療報酬請求上の留意事項 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、オンライン形式（動画配信方式）により行いました。 
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（２） 主な指摘事項 
 
  ア 医科 

 ※ 指摘数は、文書指摘のほか、口頭指摘も含む。 

 

 

 

 

 

 

指摘の具体事項例 
指摘数 

※ 

 診療関係記録の記載について 

272 

 

◇ 特定疾患療養管理料において、管理内容の要点の記載がないものが見られ

る。 

◇ 悪性腫瘍特異物質治療管理料において、腫瘍マーカー検査の結果及び治療

計画の要点の添付又は記載がないものが見られる。 

（厚労告第59号、保医発030４第1号） 

 診療報酬の請求について 

216 
 

◇ 算定要件を満たさない特定疾患療養管理料の請求が見られる。 

◇ 算定要件を満たさない悪性腫瘍特異物質治療管理料の請求が見られる。 

◇ 算定要件を満たさない呼吸心拍監視の請求が見られる。 

（厚労告第59号、保医発第0304第１号） 

 医療扶助の取扱い、日用品費の状況について 

57 
 

◇ 医療要否意見書の提出の遅延が見られる。  
◇ 個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無償交付していない。  
◇ 保険外負担に係る費用徴収した際に領収書を発行していない。  

（医療扶助運営要領、厚告第222号、保発0304第2号） 

 食事療養の状況について 

17 

 

◇ 検食簿において、検食の実施時間、所見等の記載が不備なものが見られる。 

◇ 検食が配膳後に行われている事例が見られる。  

（生活保護法第52条第1項、保医発第0304第1号） 

 看護の状況について 

14 

 

◇ 患者外出泊簿において、行先等の記載が不備なものが見られる。  

◇ 指示書・指示簿において、医師・指示受者の記名がないものが見られる。  

（生活保護法第 52 条第 1 項、保医発第 0304 第 1 号） 

 その他 

17 

 
◇ 身体的拘束について、解除に向けた検討を行っていない。 

（厚労告第59号、保医発第0304第１号） 

合計（延べ）   593 
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  イ 歯科 

※ 指摘数は、文書指摘のほか、口頭指摘も含む。 

 

【根拠法令等】 

＊厚告第222号 

＝昭和25年8月23日厚生省告示第222号「指定医療機関医療担当規程」 

＊医療扶助運営要領 

 ＝昭和36年9月30日厚生省社会局長通知「生活保護法による医療扶助運営要領について」 

＊厚労告第59号 

 ＝平成20年3月5日厚生労働省告示第59号「診療報酬の算定方法」 

＊保医発030４第1号 

＝令和4年3月4日保医発0304第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につい

て」 

＊保発0304第2号 

＝令和4年3月4日保発0304第2号「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分    

かる明細書の交付について」 

 

 

 

 

 

指摘の具体事項例 
指摘数

※ 

 診療報酬の請求について 

94 

 

◇ 算定要件を満たさない歯科衛生実地指導料の請求が見られる。  

◇ 算定要件を満たさない歯科口腔リハビリテーション料の請求が見られる。 

◇ 算定要件を満たさない歯科訪問診療料の請求が見られた。 

（厚労告第59号、保医発030４第1号） 

 診療関係記録の記載について 

33 

 

◇ 歯科衛生実地指導料において、歯科衛生士に行った指示内容等の要点記載がな

いものが見られる。 

◇ 歯科口腔リハビリテーション料において、調整部位又は指導内容等の要点の記

載がないものが見られる。 

（厚労告第59号、保医発030４第1号） 

 診療の状況について 

15 

 

◇ 検査結果が治療に反映されていない。 

◇ 必要性の認められない歯周基本治療を実施している。  

（厚労告第59号、保医発030４第1号） 

 医療扶助の取扱いについて 

３ 

 
◇ 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無償交付していない。  

（厚告第222号、医療扶助運営要領、保発0304第2号） 

合計（延べ） 145 
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（３） 指定医療機関に係る返還金 
 

個別指導等を実施した結果、令和４年度に指定医療機関へ過誤調整 

した額は、５，０１２，６２４円でした。 

 

 

区分 件数（医療機関数） 金額（円） 

医科 49 2,941,424 

歯科 6 2,071,200 

計 55 5,012,624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


